
阿賀野市告示第１０６号 

 阿賀野市新規参入者経営安定資金利子補給金交付要綱の一部を改正する要綱を次のよ

うに定める。 

  令和８年４月２３日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市新規参入者経営安定資金利子補給金交付要綱の一部を改正する要綱 

阿賀野市新規参入者経営安定資金利子補給金交付要綱（平成１６年阿賀野市告示第３

３号）の一部を次のように改正する。 

 第１号様式中 

「本契約書を締結した証として本書２通を作成し、双方記名押印の上各自１通を保有す

るものとする。                                」 

を 

「本契約書を締結した証として本書２通を作成し、双方記名押印の上各自１通を保有す

るものとする（本書を電磁的記録で作成する場合は、双方が電子署名を行い、各自その

電磁的記録を保管する。）。                           」 

に、 

「住 所 阿賀野市岡山町１０―１５ 

 阿賀野市長          印                 

住 所 

 金融機関名 

 代表者            印                    」 

を 

「甲 新潟県阿賀野市岡山町１０―１５ 

 阿賀野市 

 阿賀野市長 

乙 

金融機関名 

代表者                            」 

に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和８年４月２３日から施行する。 
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